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提案理由 

 

この案を提出するのは、介護保険法の一部改正により創設された共生型

地域密着型サービスの基準を定めるとともに、市が指定を行う事業所から

暴力団の影響を排除することにより、介護保険制度の適切な運営を図るた

め、本条例の一部を改める必要があるからである。 

 

 



   北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例 

 

（北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第１条 北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例（平成２５年北名古屋市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第３条に次の２項を加える。 

２ 前項の法人は、その役員のうちに暴力団員（北名古屋市暴力団排除

条例（平成２３年北名古屋市条例第２号。以下「暴力団排除条例」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）があ

ってはならない。 

３ 第１項の病床を有する診療所を開設している者は、暴力団（暴力団

排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員であ

ってはならない。 

（北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２５年北名古屋市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「第３条」を「第３条の２」に、 

「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及 

び運営に関する基準                」を 

「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の２ 

０の２・第５９条の２０の３） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及 

び運営に関する基準                」に

改める。 

第１条中「いう。)」の次に「第７８条の２の２第１項、」を、「基づ



き、」の次に「共生型地域密着型サービスの事業及び」加える。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（指定地域密着型サービスの事業に係る暴力団等の排除） 

第３条の２ 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営につい

て暴力団（北名古屋市暴力団排除条例（平成２３年北名古屋市条例第

２号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条

第２号に規定する暴力団員をいう。）の支配を受けてはならない。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サー

ビス（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」と

いう。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第１７１号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」 

という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、 

指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１ 

５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、 

指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１ 

６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、 

指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５

号。以下この条において「指定通所支援基準」という。）第５条第１

項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害

児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定す

る重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事

業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する

指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者

を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準



第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、

主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイ

サービス（指定通所支援基準第６５条に規定する指定放課後等デイサ

ービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満

たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１

項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能

訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１

項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児

童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定

児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業

所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）（以下この号においてこれらを「指定生

活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護

事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第

７７条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓

練）（指定障害福祉サービス等基準第１５５条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障

害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス

（以下この号においてこれらを「指定生活介護等」という。）の利

用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護

の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護

事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提

供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けていること。 

  （準用） 



第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条

まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条、第５３条及び第５９条の２、第５９条の４、第５９条の５

第４項並びに前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域

密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第  

５９条の１２に規定する運営規程をいう。第３４条において同じ。）」  

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着

型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従

業者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密

着型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地

域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とある

のは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合」と、第５９条の９第４号、第５９条の

１０第５項及び第５９条の１３第３項中「指定地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「指定共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５

９条の１９第２項第２号中「次条において準用する第２０条第２項」

とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条において準用

する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み

替えるものとする。 

（北名古屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 北名古屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年北名古屋



市条例第１１号）の一部を次のように改める。 

  目次中「第３条」を「第３条の２」に改める。  

  第３条の次に次の１条を加える。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る暴力団等の排除） 

第３条の２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その事業の運

営について暴力団（北名古屋市暴力団排除条例（平成２３年北名古屋

市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団

員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。）の支配を受けてはなら

ない。 

（北名古屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第４条 北名古屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２７年北名古屋市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改める。 

  目次中「第２条」の次に「・第２条の２」を加える。 

  第２条の次に次の１条を加える。 

（指定介護予防支援の事業に係る暴力団等の排除） 

第２条の２ 指定介護予防支援事業者は、その事業の運営について暴力

団（北名古屋市暴力団排除条例（平成２３年北名古屋市条例第２号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第２号

に規定する暴力団員をいう。）の支配を受けてはならない。 

 （北名古屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第５条 北名古屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例（平成３０年北名古屋市条例第７号）の一部を次のよう

に改める。 

  目次中「・第２条」を「―第２条の２」に改める。 

  第２条の次に次の１条を加える。 



（指定居宅介護支援の事業に係る暴力団等の排除） 

第２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、その事業の運営について暴力

団（北名古屋市暴力団排除条例（平成２３年北名古屋市条例第２号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第２号

に規定する暴力団員をいう。）の支配を受けてはならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


